
金
融
機
能
の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令 

（
平
成
十
年
十
月
二
十
二
日
政
令
第
三
百
四
十
二
号
） 

最
終
改
正
：
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
政
令
第
八
七
号  

(

経
営
の
健
全
化
の
た
め
の
計
画
の
準
用) 

第
一
条
の
二 

法
第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
承
認
に

係
る
発
行
金
融
機
関
等
（
協
定
銀
行
が
当
該
発
行
金
融
機
関
等
に
係
る
取
得
株

式
等
で
あ
る
株
式
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
株
式
の
発
行
に
係
る
銀

行
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
株
式
交
換
又
は
株
式
移
転
に
よ

り
完
全
子
会
社
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
五
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
子
会
社
を
い
う
。）
と
な
っ
た
場
合
の
当
該
株
式
交

換
又
は
株
式
移
転
に
よ
り
完
全
親
会
社
（
商
法
第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
完
全
親
会
社
を
い
う
。）
と
な
っ
た
銀
行
持
株
会
社
等
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
計
画
を
、
機
構
を
通
じ
て
、
」
と

あ
る
の
は
「
計
画
を
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
方
策
」
と
あ
る
の
は
「
方
策
（
劣

後
特
約
付
社
債
の
引
受
け
又
は
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
よ
る
貸
付

け
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
子
会
社
の
財
務
内
容
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の

も
の
を
含
む
。）」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の

承
認
が
あ
っ
た
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
は
」
と
、
同
条
第
四

項
中
「
株
式
を
含
む
」
と
あ
る
の
は
「
株
式
並
び
に
こ
れ
ら
の
株
式
に
つ
い
て

株
式
交
換
又
は
株
式
移
転
に
よ
る
移
転
が
あ
っ
た
場
合
に
当
該
株
式
交
換
又
は

株
式
移
転
に
よ
り
完
全
親
会
社(

同
法
第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

完
全
親
会
社
を
い
う
。)

と
な
っ
た
銀
行
持
株
会
社
等
か
ら
割
当
て
を
受
け
た
株

式
及
び
こ
れ
に
つ
い
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
分
割
又
は
併
合
さ
れ
た
株
式
を
含

む
」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
」
と
、
「
金
融
機
関
等
」
と
あ

る
の
は
「
銀
行
持
株
会
社
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

                    


